
都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 十 六 条 の 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 十 六 条 の 四 ま で （ 略 ）  

（ 低 公 害 ・ 低 燃 費 車 の 導 入 義 務 者 の 規 模 ）  （ 低 公 害 ・ 低 燃 費 車 の 導 入 義 務 者 の 規 模 ）  

第 十 七 条 （ 現 行 の と お り ）  第 十 七 条 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

３ 条 例 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 同 条 に 規 定 す る

低 公 害 ・ 低 燃 費 車 の う ち 排 出 ガ ス を 発 生 し な い か 、 又 は 排 出 ガ ス の

発 生 量 が 特 に 少 な く 、 か つ 、 燃 費 性 能 が 特 に 高 い も の と し て 知 事 が

別 に 定 め る 自 動 車 に 換 算 し た 場 合 に お い て 、 十 五 パ ー セ ン ト と す

る 。  

３ 条 例 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 割 合 は 、 同 条 に 規 定 す る

低 公 害 ・ 低 燃 費 車 の う ち 排 出 ガ ス を 発 生 し な い か 、 又 は 排 出 ガ ス の

発 生 量 が 特 に 少 な く 、 か つ 、 燃 費 性 能 が 特 に 高 い も の と し て 知 事 が

別 に 定 め る 自 動 車 に 換 算 し た 場 合 に お い て 、 五 パ ー セ ン ト と す る 。 

第 十 八 条 か ら 第 二 十 八 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 十 八 条 か ら 第 二 十 八 条 ま で （ 略 ）  

（ 地 下 水 の 揚 水 施 設 の 構 造 基 準 及 び 揚 水 量 の 制 限 ）  （ 地 下 水 の 揚 水 施 設 の 構 造 基 準 及 び 揚 水 量 の 制 限 ）  

第 二 十 九 条 （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 九 条 （ 略 ）  

２ 条 例 第 七 十 六 条 第 一 項 、 第 九 十 七 条 、 第 百 一 条 、 第 百 三 十 五 条 、

第 百 四 十 一 条 第 二 項 及 び 第 百 四 十 五 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 規

模 以 上 の 揚 水 施 設 は 、 一 戸 建 て の 住 宅 に お い て 家 事 の 用 の み に 供 す

る も の に あ っ て は 揚 水 機 の 出 力 が 三 百 ワ ッ ト を 超 え る 揚 水 施 設 、 そ

の 他 の も の に あ っ て は 全 て の 揚 水 施 設 と す る 。  

２ 条 例 第 七 十 六 条 第 一 項 、 第 九 十 七 条 、 第 百 一 条 、 第 百 三 十 五 条 、

第 百 四 十 一 条 第 二 項 及 び 第 百 四 十 五 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 規

模 以 上 の 揚 水 施 設 は 、 揚 水 機 の 出 力 が 三 百 ワ ッ ト を 超 え る 揚 水 施 設

と す る 。  

 

３ （ 現 行 の と お り ）  ３ （ 略 ）  

第 三 十 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 三 十 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 略 ）  



別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 二 十 ま で （ 略 ）  
別 記 第 一 号 様 式 か ら 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 一 号 様 式 か ら 別 記 第 三 十 九 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 


